
　「
あ
な
た
は
犬
派
？ 

そ
れ
と
も
猫

派
？
」
こ
ん
な
会
話
が
自
然
と
交
わ
さ
れ

る
く
ら
い
、
私
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
存

在
で
あ
る
犬
や
猫
。
最
近
で
は
、
犬
や
猫

を
単
な
る
ペ
ッ
ト
と
し
て
で
は
な
く
、
家

族
の
一
員
と
し
て
捉
え
、
共
に
暮
ら
し
、

心
を
通
い
合
わ
せ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
考
え

る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
（一社）
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
協
会
の
推
計
に
よ
る

と
、
平
成
26
年
度
の
犬
の
飼
育
頭
数
は
全

国
で
約
1
3
0
0
万
頭
、
猫
は
約
9
9
0
万

頭
。
最
近
で
は
、
犬
の
飼
育
頭
数
は
減
少

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
猫
は
増
加
傾
向
に

あ
り
ま
す
。
都
市
化
・
核
家
族
化
が
進
む

今
、
散
歩
の
必
要
が
な
く
小
型
で
愛
ら
し

い
猫
は
、
飼
い
や
す
い
ペ
ッ
ト
と
考
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
そ
の
半
面
、
猫
な
ら
で
は
の
問
題
が
あ

る
こ
と
も
事
実
で
す
。
平
成
26
年
度
、
市

に
寄
せ
ら
れ
た
猫
に
関
す
る
相
談
・
苦
情

件
数
は
4
3
7
件
、
犬
に
関
す
る
も
の
は

2
5
0
件
。
犬
よ
り
、猫
に
関
す
る
相
談
・

苦
情
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
過
去
5
年
間
を
見
て
も
同
様
で
す
。

　
猫
に
関
す
る
相
談
・
苦
情
の
内
訳
を
見

る
と
、
最
も
多
い
の
は
迷
い
猫
の
相
談
で

す
が
、
次
い
で
野
良
猫
に
関
す
る
こ
と
が

58
件
、
ふ
ん
尿
に
関
す
る
こ
と
が
51
件
、

繁
殖
抑
制
が
32
件
な
ど
、
猫
の
不
適
切
な

管
理
に
よ
る
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
猫
に
関
す
る
相
談
や
苦
情
が
多

い
理
由
は
、
都
市
化
・
宅
地
化
に
よ

り
昔
な
が
ら
の
家
か
ら
の
出
入
り
が
自
由

な
飼
い
方
が
難
し
く
な
っ
た
こ
と
、
飼
い

主
の
い
な
い
野
良
猫
の
存
在
、
さ
ら
に
は

外
に
出
て
い
る
飼
い
猫
と
野
良
猫
の
混
在

な
ど
、
犬
に
は
な
い
複
雑
な
問
題
が
あ
る

と
い
え
ま
す
。

　「
猫
は
自
由
奔
放
な
生
き
物
。
気
ま
ま

に
外
に
出
か
け
、
塀
の
上
を
優
雅
に
歩
い

て
、
縁
側
で
の
ん
び
り
日
な
た
ぼ
っ
こ
」

そ
ん
な
姿
を
思
い
描
い
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
し
か
し
、
都
市
化
が
進
み
、
宅
地
が
密

飼
い
や
す
い
？
で
も
…

何
千
年
も
前
か
ら
私
た
ち
人
間
の「
友
」
と
し
て
身
近
な
存
在
、
猫
。

愛
ら
し
い
外
見
と
、
ち
ょ
っ
と
気
ま
ぐ
れ
な
性
格
が
魅
力
的
で
、 

ま
さ
に
癒
し
！

そ
う
感
じ
て
い
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
地
域
社
会
の
中
で
猫
が
暮
ら
し
て
い
く
に
は

「
か
わ
い
い
」
だ
け
で
は
解
決
し
な
い
、
難
し
い
問
題
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

動
物
愛
護
週
間
を
機
に
、
猫
と
幸
せ
に
暮
ら
す
た
め
の
方
法
、
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

食
品
・
環
境
衛
生
課
L
2
2
7
‐
5
1
0
3

食
品
・
環
境
衛
生
課
L
2
2
7
‐
5
1
0
3

猫
の
飼
い
方
、
今
・
昔

苦情の内容 平成25年度 平成26年度
迷い猫相談 142 135
野良猫相談・苦情 67 58
ふん尿に関する苦情 45 51
悪臭に関する苦情 38 4
鳴き声に関する苦情 5 12
多頭飼育に関する苦情 31 13
繁殖抑制に関する相談・苦情 37 32
その他 103 132

合　　計 468 437

9
月
20
日
～
26
日
は
動
物
愛
護
週
間

も
う
一
度
考
え
よ
う
、
猫
と
の
暮
ら
し
方
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■市内における猫の苦情・相談件数     (単位：件)



集
し
て
い
る
現
代
で
は
、
昔
な
が
ら
の
外

に
猫
を
出
す
飼
い
方
が
、
近
隣
ト
ラ
ブ
ル

の
原
因
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。「
庭
の
芝
生
に
毎
日
の
よ
う
に
ふ
ん

尿
を
さ
れ
る
」「
車
に
爪
で
傷
を
付
け
ら

れ
た
」「
せ
っ
か
く
植
え
た
花
の
苗
を
掘

り
返
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
、
寄
せ
ら

れ
る
相
談
・
苦
情
は
生
活
に
密
着
し
た
切

実
な
も
の
で
す
。

　
一
方
、
猫
に
と
っ
て
も
、
屋
外
は
危
険

が
い
っ
ぱ
い
。
車
が
通
ら
な
い
道
は
な
い

と
い
っ
て
も
よ
く
、
交
通
事
故
の
危
険
が

あ
り
ま
す
。
猫
エ
イ
ズ
な
ど
の
恐
ろ
し
い

感
染
症
や
猫
同
士
の
け
ん
か
で
の
け
が
な

ど
、
健
康
や
命
に
か
か
わ
る
問
題
も
。
さ

ら
に
は
迷
子
に
な
っ
て
家
に
帰
れ
な
く
な

る
猫
も
い
て
、
市
に
は
毎
年
、
迷
い
猫
の

相
談
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
環
境
省
の
定
め
る
基
準
や
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
は「
猫
は
屋
内
飼
育
に
努
め
る
こ
と
」

と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
屋
内
飼

育
を
実
践
し
て
い
る
猫
の
飼
い
主
は
年
々

増
え
て
い
て
、
平
成
26
年
度
の

（一社）
ペ
ッ
ト

フ
ー
ド
協
会
の
調
査
で
は
、
75
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
が
屋
内
の
み
で
飼
育
し
て
い
る
と

回
答
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、同
調
査
で
は
、

屋
外
に
出
る
猫
よ
り
、
屋
内
の
み
の
猫
の

方
が
2
年
以
上
長
生
き
し
て
い
る
と
い
う

統
計
も
出
て
い
ま
す
。

　
現
代
に
お
い
て
の
屋
内
飼
育
は
、
愛
す

る
猫
が
、
健
康
で
長
生
き
す
る
た
め
の
も

の
。「
屋
内
だ
け
で
は
猫
が
か
わ
い
そ
う
」

と
心
配
す
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
快
適
な
環
境
を
整
え
、
飼
い
主
が
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
で
、
猫

は
屋
内
だ
け
で
幸
せ
に
暮
ら
せ
ま
す
。

　
環
境
省
の
推
奨
す
る
猫
の
飼
い
方
に
つ

い
て
、
上
図
に
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
猫
に
つ
い
て
は
、
飼
い
方
に
関
す
る
こ

と
だ
け
で
な
く
、
も
う
一
つ
難
し
い
問
題

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
飼
い
主
の
い
な

い「
野
良
猫
」
で
す
。

　
野
良
猫
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
か

が
猫
を
捨
て
た
か
、
捨
て
ら
れ
た
猫
が
繁

殖（
捨
て
猫
だ
け
で
な
く
、
去
勢
さ
れ
て

い
な
い
飼
い
猫
が
相
手
の
場
合
も
あ
り
ま

す
）し
た
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

無
責
任
な
飼
い
主
が
、
野
良
猫
と
い
う
不

幸
な
猫
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
こ
こ
で
、
自
分
で
飼
う
こ
と
は

せ
ず
に「
野
良
猫
に
罪
は
な
い
」「
か
わ
い

そ
う
な
猫
だ
か
ら
」
と
エ
サ
だ
け
与
え
て

し
ま
う
と
、
新
た
な
問
題
を
招
き
ま
す
。

猫
は
1
年
に
2
・
3
回
妊
娠
し
、
1
回
に

4
～
8
匹
出
産
し
ま
す
。
増
え
た
野
良
猫

を
巡
り
、
地
域
住
民
同
士
で
ト
ラ
ブ
ル
に

な
る
事
例
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
問
題
の
解
決
策
と
し
て
生
ま
れ
た
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「
野
良
猫
」
と「
地
域
猫
」



の
が
「
地
域
猫
活
動
」
で
す
。
地
域
住
民

の
理
解
を
得
た
う
え
で
、
住
民
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
な
ど
が
、
地
域
に
住
み

着
い
た
野
良
猫
に
不
妊
去
勢
手
術
を
し
て

こ
れ
以
上
増
や
さ
な
い
よ
う
に
し
、
そ
の

猫
が
命
を
全
う
す
る
ま
で
一
代
限
り
で
、

そ
の
地
域
に
お
い
て
適
切
に
管
理
し
て
い

く
活
動
の
こ
と
で
す
。

　
地
域
猫
と
は
、
そ
の
地
域
に
住
む
人
た

ち
の
合
意
と
ル
ー
ル
の
下
で
適
切
に
管
理

さ
れ
て
い
る
猫
の
こ
と
で
あ
り
、
個
人
が

地
域
の
合
意
を
得
ず
に
「
こ
の
猫
は
地
域

猫
で
す
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
地
域
猫

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
適
切
な
管
理

と
は
、
時
間
を
決
め
た
エ
サ
や
り
や
残
っ

た
エ
サ
の
片
づ
け
、
ト
イ
レ
の
設
置
や
排

泄
物
の
清
掃
な
ど
で
す
。
こ
う
し
た
管
理

を
続
け
る
こ
と
で
、
猫
に
対
す
る
地
域
か

ら
の
相
談
・
苦
情
が
減
っ
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
市
内
で
も
、
複
数
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
等
の
方
が
「
不
幸
な
猫
を
一
匹
で
も
減

ら
し
た
い
」
と
、
不
妊
去
勢
手
術
を
行
っ

た
り
、
子
猫
の
譲
渡
会
を
開
い
て
飼
い
主

を
見
つ
け
た
り
と
い
う
地
道
な
活
動
に
取

り
掛
か
り
始
め
て
い
ま
す
。

　
小
さ
な
命
を
守
る
た
め
の
取
り
組
み

が
広
が
る
の
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
捨
て
猫
が
減
ら
な
け
れ
ば
、
せ

っ
か
く
の
取
り
組
み
も
い
た
ち
ご
っ
こ

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
捨
て
ら
れ
る

猫
の
多
く
は
子
猫
で
す
。
ま
ず
は
飼
っ

て
い
る
猫
が
予
期
せ
ぬ
繁
殖
を
し
な
い

よ
う
、
適
切
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
平
成
25
年
8
月
、「
動
物
の
愛
護
及お

よ

び

管
理
に
関
す
る
法
律
」
が
改
正
さ
れ
、
動

物
の
飼
い
主
は
、
勝
手
な
都
合
で
手
放

す
こ
と
な
く
、
そ
の
動
物
の
命
が
尽
き
る

ま
で
大
切
に
飼
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
「
終
生
飼
養
」
の
責
任
が
、
法
律
上

初
め
て
明
記
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ペ
ッ

ト
を
捨
て
た
り
、
虐
待
し
た
り
し
た
場
合

の
罰
則
も
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
猫
に
限
ら
ず
、
ペ
ッ
ト
を
飼
う
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
命
を
預
か
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
れ
か
ら
飼
お
う
と
す
る
方
は
、

ま
ず
は
猫
の
特
性
や
飼
い
方
を
学
び
、
長

い
年
月
を
共
に
暮
ら
せ
る
か
、
じ
っ
く
り

考
え
て
か
ら
決
断
し
て
く
だ
さ
い
。
今
は

無
理
だ
と
思
っ
た
ら
、
飼
わ
な
い
決
断
も

大
切
で
す
。

　
今
、
猫
を
飼
っ
て
い
る
方
は
、
健
康
で

長
生
き
で
き
る
飼
い
方
を
し
て
い
る
か
、

ま
た
、
猫
が
周
囲
へ
迷
惑
を
か
け
て
い
な

い
か
を
振
り
返
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
猫

を
大
切
に
思
う
あ
ま
り
、
周
囲
へ
の
配
慮

を
忘
れ
て
は
い
ま
せ
ん
か
？ 

動
物
嫌
い

を
作
る
の
は
、
マ
ナ
ー
を
守
ら
な
い
飼
い

主
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
近
所
で
猫
が

嫌
わ
れ
な
い
よ
う
、
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を

守
っ
た
飼
い
方
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
猫
の
寿
命
も
昔
に
比
べ
る
と
ず
い
ぶ
ん

延
び
ま
し
た
。
こ
れ
も
、
猫
の
飼
育
環
境

が
よ
く
な
っ
た
た
め
だ
と
い
え
ま
す
。
優

し
い
飼
い
主
の
も
と
で
、
地
域
の
方
か
ら

も
愛
さ
れ
、
長
生
き
す
る
幸
せ
な
猫
が
増

え
る
よ
う
、
猫
と
の
暮
ら
し
方
、
も
う
一

度
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
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ず
ー
っ
と
、
一
緒
に

　飼い主のいない猫の諸問題に取り組み、人と動物が
共生できる社会の実現を目指してボランティア活動を
している「小江戸地域猫の会」。平成26年6月に、10
人で活動を始めました。
　現在、地域住民の方と一緒に、飼い主のいない猫へ
の TNR（捕まえて、不妊去勢手術をして、もとの場所
に返す）活動を続けています。地域の中で増えすぎて
しまった猫の数を抑え、地域で適正に管理できるよう
にするためです。TNR のあとは、地域の方にプラン
ターでのトイレ作りや、時間を決めたエサやりなどを
アドバイスしています。
　代表の早

はや

瀬
せ

綾
あや

子
こ

さん（新宿町5丁目）は、「飼い主の
いない猫の問題は、地域の問題そのものでもあります。
例えば高齢の方などが、寂しさなどから猫にエサをあ
げ始め、気がついたら数が増えてしまった。近所から
も苦情が来るし、どんどん地域から孤立する、でも本
人はどうしていいのか分からない。そんなときに、間
に立って解決のお手伝いができればと思っています。
川越ではまだまだ知られていませんが、地域猫という
解決法があることを知っていただきたいですね」と話
します。最近は自治会から相談を受けることもあり、
取り組みは少しずつ広がっています。

小江戸地域猫の会ボランティア
グ ル ー プ

　耳を少しカットされた猫を
見たことはありませんか？ 
TNR(Trap Neuter Return)
を終え、地域で見守られなが
ら暮らしている猫のしるしで
す。「さくら耳」と呼ばれ
ることもあります。
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平
成
27
年
10
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
通

知
さ
れ
ま
す

　

住
民
票
を
有
す
る
全
て
の
方
、
一
人
ひ

と
り
に
12
桁
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番

号
）が
通
知
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
中
長
期
在
留

者
や
特
別
永
住
者
な
ど
の
外
国
人
の
方
に

も
通
知
さ
れ
、
通
知
は
住
民
票
に
登
録
さ

れ
て
い
る
住
所
あ
て
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

記
載
さ
れ
た
「
通
知
カ
ー
ド
」
を
送
る
こ

と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
28
年
１
月
以
降
、
希
望
者

は
申
請
に
よ
り
、
顔
写
真
、
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ

付
き
の
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
平
成
28
年
1
月
か
ら
行

政
手
続
き
等
で
使
用
さ
れ
ま
す

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
社
会
保
障
・
税
・

災
害
分
野
の
中
で
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た

行
政
手
続
き
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険

の
手
続
き
、
生
活
保
護
、
児
童
手
当
、
そ

の
他
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
税
の

手
続
き
等
で
使
用
し
ま
す
。

　

ま
た
、
税
や
社
会
保
険
の
手
続
き
に
お

い
て
は
、
事
業
主
や
証
券
会
社
、
保
険
会

社
な
ど
が
個
人
に
代
わ
っ
て
手
続
き
を
行

う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
勤
務

先
や
証
券
会
社
、
保
険
会
社
な
ど
の
金
融

機
関
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

個
人
情
報
の
保
護
は
大
丈
夫
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
安
全
に
利
用
し
て
い

く
た
め
に
、
個
人
情
報
の
保
護
措
置
と
し

て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む
個
人
情
報
を

収
集
し
た
り
、
保
管
し
た
り
す
る
こ
と
を

禁
止
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
違
反
し
た
場

合
の
罰
則
も
、
従
来
よ
り
も
重
く
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
個
人
情
報
は
、
従
来
通

り
国
の
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
で
分

LL

L

散
し
て
管
理
し
、
特
定
の
機
関
に
個
人
情

報
が
集
ま
る
一
元
管
理
は
行
い
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
問
い
合
わ
せ
窓
口

は
あ
る
の
？

　

次
の
問
い
合
わ
せ
先
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

■
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

L
0
5
7
0
‐
2 

0
‐
0
1
7
8

■
外
国
語
対
応
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
（
英
語
・

中
国
語
・
韓
国
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
・
ポ
ル

ト
ガ
ル
語
）

L
0
5
7
0
‐
2 

0
‐
0
2
9
1

ナ�

ビ
ダ
イ
ヤ
ル
受
付
時
間
…
平
日
、
午
前

9
時
30
分
～
午
後
5
時
30
分

＊
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
は
通
話
料
が
か
か
り
ま

す
。

＊
一
部
Ｉ
Ｐ
電
話
等
で
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
に

つ
な
が
ら
な
い
場
合
は
、
L
0
5
0
‐

3
8
1
6
‐
9
4
0
5
に
お
か
け
く
だ

さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
始
ま
り
ま
す

情
報
統
計
課
L
2
2
4
︲
5
5
6
1

情
報
統
計
課
L
2
2
4
︲
5
5
6
1

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と
は
、
住
民
票
を
有
す
る
全
て
の
方
、
一
人
ひ
と
り
に
番
号
を
付
し
て
、
社
会
保
障
や
税
、

災
害
対
策
の
分
野
で
、
複
数
の
機
関
に
存
在
す
る
個
人
の
情
報
が
同
一
人
の
情
報
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

活
用
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
所
得
や
他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
状
況
を
把
握
し
や
す
く
な
り
、
負
担
を
不
当
に
免
れ
る
等
の

不
正
を
防
止
し
ま
す
。
ま
た
、
行
政
手
続
き
時
の
添
付
書
類
の
削
減
な
ど
皆
さ
ん
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
の
照
合
や
入
力
な
ど
に
要
す
る
時
間
が
削
減
さ
れ
、
行
政
の
効
率
化
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

マイナンバーは一生使うもの
です。大切にしてください

　やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カード
を受け取ることができない方は、居所情報登録申請書に
より申請してください。申請することで、現在お住まい
の場所（居所）へ通知カードを送付できる場合がありま
す。
申請期間…9月25日㈮（必着）まで
対�象…①東日本大震災による被災者で、住所地以外の居

所に避難している方、② DV・ストーカー行為・児童虐
待等の被害者で、住所地以外に居所している方、③一
人暮らしで、医療機関・施設に長期入院等している方

申�請方法…市民課（本庁舎１階）・市民センター・連絡所・
証明センター等で配布している申請書に必要事項を明
記し、必要書類を添えて〒350－8601川越市役所市
民課（持参可）

＊通知カードは本人の居所に送付されるため、勤務先や
代理人の住所等を送付先として登録申請することはでき
ません。
＊申請書は市ホームページからもダウンロードできます。
＊提出された書類は、返却できません。
＊住所異動の手続きを勧める場合があります。

通知カード送付に係る居所情報の登録について 市民課L224－5744
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育
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の
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L
2
2
4
︲
5
8
2
7

O
2
2
3
︲
8
7
8
6

■
保
育
園
入
園
相
談

　

来
年
度
の
入
園
を
希
望
す
る
子
の
保
護

者
で
、
子
ど
も
に
心
身
の
障
害
や
言
葉
の

遅
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
な
ど
に
、

個
別
で
入
園
相
談
を
行
い
ま
す
。

申�

し
込
み
…
9
月
30
日
㈬
ま
で
に
電
話
で

保
育
課（
フ
ァ
ク
ス
可
）

■
平
成
28
年
度
保
育
園
等
入
園
の
申
し
込

み
手
続
き
説
明
会

　

来
年
4
月
に
保
育
園
等
の
入
園
を
希
望

す
る
子
の
保
護
者
に
、
申
し
込
み
手
続
き

や
概
要
を
説
明
し
ま
す
。

　

当
日
は
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
子
ど
も

を
連
れ
て
の
来
場
は
、ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

手
話
通
訳
あ
り
。
当
日
直
接
会
場
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

日
時
…
10
月
4
日
㈰
、
午
前
10
時
～
11
時

会
場
…
や
ま
ぶ
き
会
館

＊
申
請
書
類
を
同
説
明
会
で
配
布
し
ま

す
。
10
月
5
日
㈪
以
降
は
、
保
育
課（
本

庁
舎
3
階
）と
公
立
・
私
立
保
育
園
・
小

規
模
保
育
施
設
で
配
布
し
ま
す
。

■
あ
け
ぼ
の
児
童
園
入
園
申
し
込
み

　

あ
け
ぼ
の
児
童
園
は
、
知
的
な
遅
れ
や

そ
の
心
配
が
あ
る
就
学
前
の
子
ど
も
の
通

園
施
設
で
す
。
来
年
度
の
親
子
教
室（
週

1
回
、
親
子
で
通
園
）と
単
独
通
園
の
入

園
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

対
象

　

発
達
状
況
や
年
齢
に
よ
っ
て
通
園
方
法

が
変
わ
り
ま
す
。

親
子
教
室
…
3
歳
前
後
～
就
学
前

単
独
通
園
…
4
歳
前
後
～
就
学
前

定
員

親
子
教
室
…
20
人
程
度

単
独
通
園
…
10
人
程
度

申�

し
込
み（
次
の
手
順
で
申
し
込
み
）

① 

10
月
19
日
㈪
～
23
日
㈮
、
午
後
1
時
～

4
時
に
同
園
で
入
園
説
明
書
類
を
受
け

取
り
、
②
の
見
学
・
面
談
日
の
予
約
を

行
う

② 

親
子
で
同
園
の
見
学
と
面
談
を
し
、
申

込
書
を
受
け
取
る

③ 

申
込
書
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、
11
月

13
日
㈮（
必
着
）
ま
で
に
〒
3
5
0
‐

0
0
5
2
宮
下
町
一
丁
目
19
‐
12
・

あ
け
ぼ
の
児
童
園
に
郵
送

　

市
で
は
川
越
警
察
署
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
機
関
・
団
体
と
協
力
し
、
次
の

と
お
り
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
ま
す
。

出
発
式
、
街
頭
広
報
の
日
・
高
齢
者
事
故
ゼ
ロ
を
目
指
す
日（
雨
天
中
止
）

日
時
…
9
月
18
日
㈮
、
午
前
10
時
～　

会
場
…
ウ
ニ
ク
ス
南
古
谷
店

飲
酒
運
転
根
絶
の
日（
雨
天
中
止
）

日
時
…
9
月
25
日
㈮
、
午
前
10
時
～　

会
場
…
ベ
ル
ク
的
場
店

交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日（
雨
天
中
止
）

日
時
…
9
月
30
日
㈬
、
午
前
10
時
～　

会
場
…
ク
レ
ア
パ
ー
ク

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

9
月
21
日
～
30
日
は

防
犯
・
交
通
安
全
課
L
2
2
4
︲
5
7
2
1

国民健康保険課からのお知らせ L224ー5833

　川越市国民健康保険被保険者がいる世帯の世帯主あてに、9月
12日㈯から9月末日までに届くように、簡易書留で郵送します。
　なお、9月21日㈷以降の再配達のときに不在の場合は、お知ら
せの連絡票（不在通知書）が投函されます。連絡票に書かれた期間
を過ぎた場合は、平成27年9月30日有効期限の保険証・本人確認
資料（運転免許証など）を持参し、国民健康保険課（本庁舎2階）・
市民センター・南連絡所で受け取ってください。

国民健康保険被保険者証（保険証）を発送

健康保険証の適正使用について
　医療機関を受診する際は正しい健康保険証を提示してください。
健康保険を切り替えた後に、切り替え前の保険証を使用すると、
その保険者（国民健康保険や社会保険など）から医療費の返還を求
められることがあります。返還した金額は、新しい健康保険の保
険者に請求することができますが、請求する権利には時効が定め
られています。また、健康保険の切替時期に、切り替え前の保険
証で医療機関を受診した場合は、受診月中に医療機関に対し、健
康保険が変更となったことをお伝えください。

国民健康保険（国保）の脱退について
　他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きが
必要となります。手続きをしないと国保の資格が継続し、国保税
が課税され続けてしまいます。詳しくはお尋ねください。

　
納
期
限
は
、
9
月
30
日
㈬

国
民
健
康
保
険
税（
第
3
期
）

収
税
課
L
2
2
4
︲
5
6
8
6

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
第
3
期
）

医
療
助
成
課
L
2
2
4
︲
5
8
4
2

介
護
保
険
料（
第
3
期
）

介
護
保
険
課
L
2
2
4
︲
5
8
1
7

市
税
な
ど
の
納
期
の
お
知
ら
せ
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︲
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毎
年
、
救
急
の
日（
9
月
9
日
）を
含
む
1
週
間
を
「
救
急
医
療
週
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
救
急
医
療
週
間
は
、

救
急
業
務
や
救
急
医
療
に
対
し
て
理
解
と
認
識
を
深
め
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
私
た
ち
の

命
を
救
っ
て
く
れ
る
救
急
医
療
機
関
や
救
急
車
の
適
正
利
用
、
救
急
医
療
の
相
談
窓
口
等
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

9
月
6
日
～
12
日
は
救
急
医
療
週
間
で
す

　平成26年の川越地区消防組合の救急車出場件数は1万6,143件で、前年と比

較すると約400件増加しています。こうした背景には、高齢者人口の増加だけで

なく、安易に救急車を要請するといった問題があげられます。救えるはずの命を

救うために、救急車の適正利用にご協力をお願いします。

■�次のような場合は、迷わず119番通報を !
意識がない ▼呼吸が困難、または感じられない ▼顔色が悪く、冷や汗をかいて

いる ▼激しい胸痛、頭痛、腹痛 ▼やけどの範囲が広い ▼大量に出血した ▼頭を

打ち、意識がおかしい

■誤った利用例
自家用車がない ▼早く診察してもらえる ▼入院の日だから ▼タクシーだとお金

がかかる ▼自分で病院を探すのは面倒

救急車の適正利用にご協力を

　救急医療に関する相談等を行っています。
埼玉県小児救急電話相談
　子どもの急病（発熱・下痢・嘔吐など）時の家庭で
の対処方法や受診の必要性について、看護師が電話
で相談に応じます。L#8000または L048－
833－7911（ダイヤル回線、IP 電話等）にダイヤル。
時�間…月～土曜日 =午後7時～翌朝7時▶日曜日、
祝・休日、年末年始=午前7時～翌朝7時
＊育児相談はできません。相談は、医療行為ではな
く判断の参考としていただくものです。
埼玉県救急医療情報センター
■大人の救急電話相談
　急病時の家庭での対処方法や受診の必要性につい
て、看護師が電話で相談に応じます。
時�間…午後6時30分～10時30分
＊相談は、医療行為ではなく判断の参考としていた

だくものです。
■救急医療機関案内（24時間案内）
　次のような場合に、受診可能な医療機関の案内を
しています（歯科・口腔外科・精神科を除く）。なお、
医療相談はできません。
●�救急車を呼ぶほどではないけれど、緊急に医療機
関の受診が必要で、かかりつけの医療機関がない
●�夜間や休日にどこの医療機関で診てもらえばよい
のか分からない

�利�用方法…①L#7000またはL048－824－4199
（ダイヤル回線、IP電話等）にダイヤル
　�②音声ガイダンスに従い「大人の救急電話相談」
は「1」を「救急医療機関案内」は「2」を押す
埼玉県医療機能情報提供システム
　医療機関を診療科目、診療日・時間、最寄り駅な
どから検索できます。また、薬局を営業日・時間、
最寄り駅などから検索できます。

どうしよう… お悩みのときは

市内の救急医療機関

　現在、市内の救急医療機関は11機関あり、救急車による重症・重篤な救急搬

送患者の受け入れを行っています。

①池袋病院
②帯津三敬病院
③川越救急クリニック
④康正会病院

⑤�埼玉医科大学総合医療センター
⑥赤心堂病院
⑦関本記念病院
⑧本川越病院
⑨三井病院
⑩南古谷病院
⑪武蔵野総合病院

⑩
①

⑦
⑥
⑧

④

③

②

⑨

⑪

⑤
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10
月
3
日
㈯
～
7
日
㈬
は
、　

自
動
交
付
機
を
休
止
し
ま
す

市
民
課
L
2
2
4
︲
5
7
4
4

　

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）制
度
施
行

に
伴
い
、
市
役
所
本
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー
・

南
連
絡
所
・
高
階
市
民
セ
ン
タ
ー
・
名
細

市
民
セ
ン
タ
ー
・
大
東
南
公
民
館
・
霞
ケ

関
北
市
民
セ
ン
タ
ー
に
設
置
し
て
あ
る
印

鑑
証
明
・
住
民
票
の
自
動
交
付
機
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
。
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す

が
、ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画「
ご
み
処
理

基
本
計
画
」編（
案
）に
対
す
る
意
見
募
集

資
源
循
環
推
進
課
L
2
3
9
︲
6
2
6
7

O
2
3
9
︲
5
0
5
4

　

市
で
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
に
係
る
長

期
的
視
点
に
立
っ
た
基
本
的
な
方
針
を
明

確
に
す
る
た
め
、
同
計
画「
ご
み
処
理
基

本
計
画
」
編（
案
）を
策
定
予
定
で
す
。
市

民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
反
映
す
る
た
め
、

同
計
画
の
案
に
対
す
る
意
見
を
募
集
し
ま

す
。

閲�

覧
・
募
集
期
間
…
9
月
10
日
㈭
～
10
月

9
日
㈮（
必
着
）

閲�

覧
場
所
…
資
源
循
環
推
進
課（
資
源
化

セ
ン
タ
ー
1
階
）・
環
境
政
策
課（
本
庁

舎
5
階
）・
市
民
セ
ン
タ
ー
・
南
連
絡

所
対�

象
…
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
、
ま
た

は
利
害
関
係
の
あ
る
方

意�

見
の
提
出
方
法
…
閲
覧
場
所
で
配
布
す

る
意
見
用
紙
に
意
見
と
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
、
在
勤
・
在
学
の
方
は
、
勤

務
先
・
学
校
名
、
利
害
関
係
の
あ
る
方

は
そ
の
内
容
を
明
記
し
、
〒
3
5
0

‐
0
8
1
5
鯨
井
7
8
2
‐
3
・
川

越
市
役
所
資
源
循
環
推
進
課（
持
参
・

フ
ァ
ク
ス
可
）

＊
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
閲
覧
・
意
見

の
提
出
が
で
き
ま
す
。

意
見
の
取
り
扱
い

　

提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
今
後
の
計
画
策

定
の
参
考
に
し
ま
す
。
ま
た
、
意
見
の
内

容
と
意
見
に
対
す
る
市
の
考
え
方
を
公
表

し
ま
す
。
類
似
の
意
見
は
取
り
ま
と
め
て

公
表
し
、
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
個
人
情
報
は
公
表
し
ま
せ
ん
。

高
齢
者
家
具
転
倒
防
止
器
具

取
り
付
け

高
齢
者
い
き
が
い
課
L
2
2
4
︲
5
8
0
9

　

地
震
に
よ
る
家
具
の
転
倒
事
故
防
止
の

た
め
、
市
が
委
託
し
た
業
者
が
転
倒
防
止

器
具
を
取
り
付
け
ま
す
。
取
り
付
け
費
は

無
料
で
す
が
、
器
具
の
購
入
は
自
費
と
な

り
ま
す
。

対�

象
…
自
身
で
取
り
付
け
が
で
き
な
い

65
歳
以
上
の
方
の
み
で
構
成
さ
れ
る

世
帯

取�

り
付
け
数
…
1
世
帯
3
台
ま
で

申�

し
込
み
…
高
齢
者
い
き
が
い
課（
本
庁

舎
3
階
）

身
体
障
害
者
健
康
診
査

障
害
者
福
祉
課
L
2
2
4
︲
5
7
8
5

O
2
2
5
︲
3
0
3
3

　

じ
ょ
く
瘡そ

う（
床
擦
れ
）な
ど
の
予
防
の
た

め
、
川
越
市
医
師
会
の
協
力
で
健
康
診
査

を
実
施
し
ま
す
。
受
診
は
無
料
で
す
。

実
施
期
間
…
10
月
1
日
㈭
～
31
日
㈯

実
施
場
所
…
指
定
さ
れ
た
受
託
医
療
機
関

対�

象
…
18
歳
以
上
40
歳
未
満
で
、
脊
髄
損

傷
・
脳
性
ま
ひ
・
脳
血
管
障
害
な
ど
を

起
因
と
し
た
身
体
の
障
害
が
あ
り
、
常

時
車
椅
子
を
使
用
す
る
在
宅
の
障
害
者

（
入
院
中
ま
た
は
施
設
に
入
所
・
通
所

し
て
い
る
方
を
除
く
）

申�

し
込
み
…
9
月
10
日
㈭
～
25
日
㈮
に
障

害
者
福
祉
課（
本
庁
舎
１
階
、
電
話
・

フ
ァ
ク
ス
可
）

＊
申
し
込
み
後
、受
託
医
療
機
関
一
覧
表
・

健
康
診
査
記
録
票
を
郵
送
し
ま
す
。

＊
平
成
26
年
度
に
受
診
さ
れ
た
方
に
は
、

事
前
に
健
康
診
査
受
診
申
込
書
を
送
付
し

ま
す
。

受�

診
方
法
…
受
託
医
療
機
関
に
健
康
診
査

の
予
約
を
し
て
、
市
か
ら
郵
送
さ
れ
た

書
類
を
持
参
し
受
診

児童手当現況届・子育て世帯臨時特例
給付金申請書の提出はお早めに

こども政策課L224－6278

　児童手当の支給要件に引き続き該当している

か確認するための「児童手当現況届」および「子

育て世帯臨時特例給付金」の申請を受け付けて

います。「子育て世帯臨時特例給付金」の申請

期限は12月8日㈫までとなりますので、申請

が済んでいない方は手続きをお願いします。

　なお、「児童手当現況届」と「子育て世帯臨時

特例給付金」は兼用の申請書となっており、対

象の方には6月中旬に郵送しています（「子育て

世帯臨時特例給付金」は平成27年6月分の児

童手当を川越市から受給される方が対象です）。

　給付金について詳しくは、市ホームページ

を確認するか、専用ダイヤルL0120－216－

668にお尋ねください。
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子
育
て
情
報
館

施
設
情
報

保
健
・
健
康

コ
ラ
ム

ひ
と 

ま
ち

市
民
相
談
案
内

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

催
し
・
募
集

ニ
ュ
ー
ス

排�出基準…特定施設の種類や規模ごとに定められている、特定施設の排
出ガスに含まれるダイオキシン類の許容範囲のこと
処��理基準…ばいじん・燃え殻を処分する基準。処理基準を超えた場合は、
特別管理廃棄物として処分
n�g…ナノグラム。10億分の１グラムのこと

排出ガス 排出水 ばいじん 燃え殻
対象事業所数 9 1 9 9

基準適合
事業所数 9 1 7 8

基準超過
事業所数 0 0 0 0

未報告事業所数 0 0 2 1

基準値
排出基準 処理基準

0.1～10 10 3
ng-TEQ/m3N pg-TEQ/ℓ ng-TEQ/g

　「ダイオキシン類対策特別措置法」では、

廃棄物焼却炉などの特定施設を設置する事業

者に、排出ガスなどに含まれるダイオキシン

類濃度の測定・報告を義務付けています。市

では、平成26年度の対象9事業所について

測定結果を集計したので、お知らせします。

　報告のあった全ての事業所において、基

準値を満たしていました。未報告の事業所

については、ばいじん・燃え殻がそれぞれ

測定必要量未満のため報告がなかった施設

です。測定結果について詳しくは、市ホー

ムページ・環境対策課（本庁舎5階）で確認

できます。

環境中のダイオキシン類調査結果

ダイオキシン類についての報告 環境対策課L224－5894

事業所のダイオキシン類濃度測定結果

調査地点
ダイオキシン類

環境基準
春期 夏期 秋期 冬期 年平均

川越測定局 0.013 0.021 0.028 0.029 0.023

0.6
芳野中学校 0.030 0.030 0.027 0.040 0.032
下広谷地区 0.040 0.032 0.036 0.082 0.048
南文化会館 0.022 0.020 0.047 0.058 0.037
鯨井中学校 0.019 0.027 0.028 0.056 0.033

①大気 単位：pg-TEQ/㎥

調査地点 ダイオキシン類 環境基準
初雁橋（入間川） 0.019

1旭橋（新河岸川） 0.15
不老橋（不老川） 0.033

②河川水 単位：pg-TEQ/ℓ

調査地点 ダイオキシン類 環境基準
古谷小学校防災井戸 0.015 1

③地下水 単位：pg-TEQ/ℓ

調査地点 ダイオキシン類 環境基準
大東東小学校 0.87

1,000
久下戸前田第四公園 3.5

⑤土壌 単位：pg-TEQ/g

調査地点 ダイオキシン類 環境基準
初雁橋（入間川） 0.19

150旭橋（新河岸川） 3.0
不老橋（不老川） 0.42

④河川底質 単位：pg-TEQ/g

環境基準…人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準
p�g…ピコグラム。1兆分の１グラムのこと
T�EQ…ティー・イー・キュー。毒性等量。計測された複数のダイオキシン類の
量を、毒性が最も強いダイオキシンとして換算し、合計したもの

＊ダイオキシン類の値は、有効数字2桁としています。

調査項目・調査日
①大気…春期＝平成26年5月14日～21

日▶夏期＝7月17日～24日▶秋期＝10

月21日～28日（南文化会館＝10月20

日～27日）▶冬期＝同27年1月8日～

15日、②河川水…平成26年10月20日、

③地下水…平成26年10月7日、④河川底
質…平成26年10月20日、⑤土壌…平

成26年12月3日

調査方法
　環境省が作成したマニュアルなどに

従って実施しました。

調査結果
　大気・河川水および地下水・河川底質・

土壌について、全ての地点で、環境基

準を下回りました。

　一定基準を満たさない焼却炉

は、家庭用・事業用にかかわらず、

使用することはできません。

　また、事業者が使用する焼却炉

は、全て届け出が必要となります。

新たに焼却炉を設置する際には、

ご連絡ください。

市民・事業所の皆さんへのお願い
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子
育
て
情
報
館

施
設
情
報

保
健
・
健
康

ひ
と 

ま
ち

市
民
相
談
案
内

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

催
し
・
募
集

ニ
ュ
ー
ス

コ
ラ
ム

市
職
員
を
募
集
し
ま
す

職
員
課
L
2
2
4
︲
5
5
5
3

　

平
成
28
年
4
月
1
日
採
用
予
定
の
職
務

経
験
者（
土
木
・
建
築
・
電
気
）・
保
健
師

を
募
集
し
ま
す
。
募
集
人
員
・
受
験
資
格

な
ど
詳
し
く
は
募
集
案
内
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
募
集
案
内
は
、
職
員
課（
本
庁

舎
4
階
）・
市
民
セ
ン
タ
ー
・
南
連
絡
所
・

証
明
セ
ン
タ
ー
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

受�

付
期
間
…
職
務
経
験
者
＝
9
月
18
日
㈮

ま
で
▼
保
健
師
＝
9
月
25
日
㈮
ま
で

＊
土
・
日
曜
日
、
祝
・
休
日
を
除
く
。

受�

付
時
間
…
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時

15
分

受
付
場
所
…
職
員
課

国
民
年
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ

市
民
課
L
2
2
4
︲
5
7
6
4

老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
た
方
が
、
65

歳
に
な
っ
た
と
き
に
請
求
し
て
受
け
る
年

金
を
、
老
齢
基
礎
年
金
と
い
い
ま
す
。
受

給
す
る
た
め
に
は
、
次
の
期
間
の
合
計
が

原
則
と
し
て
25
年
以
上
必
要
で
す
。

　�

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間
▼
国

民
年
金
保
険
料
の
免
除
を
受
け
た
期
間

▼
学
生
納
付
特
例
を
受
け
た
期
間
▼
若

年
者
納
付
猶
予
を
受
け
た
期
間
▼
厚
生

年
金
・
共
済
年
金
の
加
入
期
間（
昭
和

36
年
4
月
以
後
）▼
第
3
号
被
保
険
者

期
間
▼
合
算
対
象
期
間（
カ
ラ
期
間
）

　

請
求
は
、
国
民
年
金（
第
1
号
被
保
険

者
）の
み
に
加
入
し
て
い
た
方
は
、
市
民

課（
本
庁
舎
1
階
）・
市
民
セ
ン
タ
ー
・
南

連
絡
所
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。
厚
生
年

金
・
共
済
年
金
・
国
民
年
金
第
3
号
被
保

険
者
の
加
入
期
間
が
あ
る
方
は
、
年
金
事

務
所
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

●
受
給
の
繰
り
上
げ
と
繰
り
下
げ

　

60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
は
、
申
し
出

に
よ
り
受
給
開
始
年
齢
を
早
め
（
繰
り
上

げ
）、
減
額
さ
れ
た
年
金
を
受
給
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
生
涯
減
額
さ
れ
た
額
で
受

給
す
る
こ
と
に
な
り
、
障
害
基
礎
年
金
や

寡
婦
年
金
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

受
給
開
始
年
齢
を
遅
ら
せ
て
（
繰
り
下

げ
）、
増
額
さ
れ
た
年
金
の
受
給
も
で
き

ま
す
。

障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て

　

次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
初
診
日
が

あ
り
、
病
気
や
け
が
に
よ
り
障
害
者
に
な

っ
た
場
合
、
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
や
障
害
の
程
度

な
ど
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
市
民
課
、
ま
た
は
川
越
年

金
事
務
所
L
2
4
2
‐
2
6
5
7
に
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

①�

国
民
年
金
に
加
入
中（
任
意
加
入
中
を

含
む
）

②
20
歳
未
満

③�

60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
日
本
国
内
に
住

所
が
あ
る

＊
厚
生
年
金
加
入
中
や
、
国
民
年
金
第
3

号
被
保
険
者
期
間
に
初
診
日
が
あ
る
場
合

は
、
川
越
年
金
事
務
所
に
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
共
済
組
合
加
入
中
に
初
診
日

が
あ
る
場
合
は
、
各
共
済
組
合
に
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料「
10
年
の
後
納
制
度
」

が
平
成
27
年
9
月
30
日
㈬
で
終
了
し
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
ま
ま

2
年
を
超
え
る
と
、
そ
の
後
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
平
成
27
年

9
月
30
日
ま
で
に
限
り
、
過
去
10
年
以
内

の
納
め
忘
れ
た
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

で
き
る
後
納
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。

　

納
め
忘
れ
た
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

で
、
将
来
の
年
金
額
を
増
や
し
た
り
、
年

金
の
受
給
権
に
つ
な
げ
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
同
制
度
の
利
用
に
は
、
年
金

事
務
所
で
の
事
前
申
し
込
み
が
必
要
で

す
。
申
し
込
み
後
に
発
行
さ
れ
る
保
険
料

納
付
書
で
、
平
成
27
年
9
月
30
日
ま
で
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
L
0
5
7
0
‐
0
1
1
‐
0
5
0

ま
た
は
、
川
越
年
金
事
務
所
L
2
4
2
‐

2
6
5
7
に
お
尋
ね
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事務事業外部評価を開催します

行政改革推進課L224－5505

　市が実施する事業のあり方について、公開

の場で外部評価人（市民・外部有識者）が議論

を行う事務事業外部評価を開催します。これ

からの事業運営に生かすため、事業の今後の

方向性や改善点などについて話し合います。

　傍聴は自由です（入退室自由）。当日直接会

場にお越しください。

日�時…①10月20日㈫、午後6時～ ▼②10月

29日㈭、午後6時～ ▼③11月12日㈭、午

後6時～

対�象事業…①＝公共施設予約システム運営事

業、広聴事業 ▼ ②＝川越市敬老マッサー

ジサービス事業、主穀作振興事業 ▼ ③＝

英語指導助手配置事業

会�場…7A 会議室（本庁舎7階）


